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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２９年第６回美幌町議会定例会第３日目

の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 1 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、７番早瀨仁志さん、８番岡本

美代子さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 承認第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 承認第

１０号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案９ページ

になります。 

承認第１０号専決処分の承認について御

説明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求める。 

１０ページ、専決処分書になります。 

平成２９年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）について、衆議院議員総選挙に

係る事務執行等のため急を要するので、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

専決処分日は平成２９年９月２８日です。 

専決内容について御説明を申し上げます

ので、１２ページをお開きいただきたいと

思います。 

平成２９年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）。 

平成２９年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２,６２８万３,０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ１１１億８,６３８万４,

０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げますので、２１ペー

ジ、２２ページをお開きいただきたいと思

います。 

まず、２款、総務費の衆議院議員選挙費

でございます。衆議院議員選挙事務にかか

る経費として、総額で委員報酬以下、８６

６万５,０００円の専決の内容でございま

す。 

続きまして、８款、土木費の堤内排水対

策事業費、各樋門排水ポンプ設置等委託料

２４４万８,０００円の増につきましては、

発電機１１台及びポンプ５台について９月

末まで借り上げ委託をしていたものを１０

月末までの１カ月間延長したことに伴いま

す増額の補正でございます。 

続きまして、１０款、教育費、教育振興
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費の小学校教育振興事業費、吹奏楽大会参

加等負担金６７８万６,０００円の増につき

ましては、美幌小学校、東陽小学校の合同

バンドが１１月１８日、大阪市で開催の全

国小学校バンドフェスティバル参加のため、

５９名分の負担金でございます。 

次に、２４ページになります。 

中学校費の２目、教育振興費、中学校教

育振興事業費の中体連大会参加等負担金９

８万５,０００円につきましては、北中学校

の男女が北海道駅伝大会参加のため、１８

名分として３５万１,０００円を、また同じ

く、北中学校野球部の北海道中学校軟式野

球選抜選手権大会に参加、１３名分で６３

万４,０００円の負担金の専決でございま

す。 

その下の吹奏楽大会参加等負担金３１８

万８,０００円につきましては、美幌中学校

が栃木県で開催の東日本学校吹奏楽大会参

加のための２６名分の負担金でございます。 

１２款、職員給与費、その他手当４２１

万１,０００円につきましては、衆議院議員

選挙に係ります従事職員の時間外手当でご

ざいます。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、１９ページ、２０ページにお戻り

をいただきたいと思います。 

歳入。 

１５款、道支出金でございます。 

選挙費委託金、衆議院議員選挙費委託金

１,２８７万６,０００円につきましては、

選挙執行に係る道からの委託金でございま

す。 

続きまして、財政調整基金繰入金１,３４

０万７,０００円につきましては、今回の補

正財源を財政調整基金に求めるものでござ

います。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いをいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 議案書の２２ペー

ジと２４ページになります。 

まず２２ページ、１０款、２項、２目教

育振興費の小学校教育振興事業費の負担金

６７８万６,０００円、それから２４ページ

の同じく教育振興費、中学校教育振興事業

費の負担金４１７万３,０００円についてで

す。 

先ほど説明がありましたとおり、子供た

ちの全道、全国大会出場の負担金という説

明を受けましたが、子供１人当たりの負担

率、例えば５０％出しているとか９０％出

しているとか、いや１００％出しています

というのがあると思うのですが、その子供

１人当たりの負担率がどのぐらいなのか。 

そして、この年度当初予算はたしか３０

０万円と認識していたのですけれども、そ

うすると今現在で１,４００万円です。今後

３月までの見積もりでどのぐらいの予算が

必要になるのか、年間トータルでどのぐら

い使う見積もりなのかということをあわせ

て教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの小

学校費の吹奏楽大会参加負担金、それから

中学校費の中体連大会参加等負担金、それ

と吹奏楽大会参加等負担金の負担率でござ

いますが、経費につきましては、実費負担

ということで支出をしております。 

負担の内容でありますが、交通費、宿泊

費、それと食事代――食事代につきまして

は、昼食、夕食各１食５００円ということ

で計算をしております。それから、引率者

の日当、傷害保険、練習場の代金、それと、

旅行会社を通じて切符のほうを手配してお

りますので、学校から旅行会社への振り込

み手数料等を実費で負担しておりまして、

個人負担についてはございません。 

それと、今後予想される部分につきまし

ては、補正予算のほうで計上をさせていた

だいておりますが、これからの冬季スポー

ツ、スキー、クロスカントリー、スケート
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大会等の中体連等の参加の予定をしている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 個人負担がなく、

全額実費負担ということで非常に安心しま

した。 

子供たちが伸び伸びと活動するためには、

やはり格差によって行けなかったり行けた

りという子供がいないように、今後につい

てもぜひ個人負担なしということでやって

いただきたいと思います。以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ８款、２項、２

目の堤内排水対策事業費の増ということで

あります。 

今回初めて、事前に災害があったら困る

ということで、ポンプを設置されたという

流れだったと思うのですが、この専決処分

の２００何十万円というのは、既存の予算

づけのほかに、１カ月分余分に設置したい

という趣旨で出されたものと認識している

ところであります。 

そこでお尋ねしたいのは、総体として期

間は１０月いっぱいだったと思うのですけ

れども、間違っていたら教えてください。

その間、総額でどのぐらいかかったのか。

専決処分以外にもかかっていると思います

ので、もともと持っている予算もあった上

での話だと思います。 

今回初めての試みだと、私は繰り返し申

し上げますが、そこで、この２カ月間実働

はあったのか、なかったのか。 

延長したいということで１カ月分だと認

識していますので、もともとある予算から

いったらその分と含めて、そして実働があ

ったのかということと、それと比して、過

去の対応の仕方と今回の対応の仕方という

意味で、部としてどのような整理をされて

いるのか。 

そこら辺、もし議論をされているのであ

れば、次年度のことについても、こういう

方針が適当なのかどうかということを、私

どもの資料にしたいものですから教え願い

たいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） まず１点

目の総額につきましては、各樋門の排水ポ

ンプ等の設置委託料につきまして、当初予

算で７７６万円を計上させていただいてお

ります。それで、今回２４４万８,０００円

の専決をさせていただきまして、トータル

で１,０２０万７,６００円になります。 

稼働につきましては一度ありましたので、

後ほど主幹のほうからお答えをさせていた

だきたいと思います。 

それから、今回の取り扱いについてです

が、例年であれば、台風等の大雨が想定さ

れる場合につきましては、その都度各樋門

を担当いただいている事業者において、発

電機、ポンプなどを設置していただいて、

樋門の堤内排水の対策に当たっていただい

ているところなのですけれども、今回、７

月の末でありますが、建設業協会の担当の

方とリース会社の担当の方が来庁されまし

て、昨年度の台風の被害での災害復旧、具

体的には常呂川ですとか十勝川、あるいは

日勝峠等の災害復旧の関係で、発電機の確

保が非常に困難であるということでお話を

いただきました。 

それに基づきまして、議員がおっしゃる

とおり、通常であれば水位が上がることが

予想される都度リースをしていたところで

すけれども、今回におきましては、災害の

絡みで発電機、ポンプ等のリースが困難で

あるということで、８月１８日に各現場か

ら優先的に回していただくということで、

それぞれの樋門に配置し、リースすること

ができました。 

以降、９月末においても、一旦発電機を

引き下げるとなかなかまた戻ってこないと

いうことが想定もされましたので、１０月
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末まで延長をさせていただいたところであ

ります。 

７月末にそういうお話をいただいたとこ

ろでありますけれども、建設業協会との災

害時における協力の協定ですとか、レンタ

ル会社との防災協定ですとか、事前に締結

しているようなことがあって、そのような

情報もいただけたのではないかと考えてい

るところでございます。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 実働の関

係の御質問でありますけれども、実働して

いる樋門につきましては、旧瑞治樋門で、

９月１２日、１０月２３日、これは夜間か

ら早朝までを実施しております。そのほか

に９月１８日、これも台風の影響ですけれ

ども、稲美樋門、新興樋門、三橋樋門を監

視しておりまして、実際にポンプを稼働さ

せたのは新興樋門で、ポンプを稼働させて

堤内排水を実施しております。以上です。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 次がポイントと

して捉えていただきたいのですが、この１,

０２０何万円というお話だったと思います。

このうち、純粋にリース代がお幾らか。金

額をつかんでいると思いますので、１円ま

で言う必要はないですけれども、お知らせ

いただけるものであれば、お知らせしてい

ただきたいというのが２回目の趣旨であり

ます。 

もう一つ申し上げたいのは、もちろん人

が配置になったことの経費も１,０２０万円

の中には入っていると思いますが、もしリ

ース代が単純に何百万円といった時に、実

働からいったら、こういうやり方を何年も

続けてリース代だけでお金がかかるとすれ

ば、いっそのこと思い切って必要な台数、

その災害の規模によってはもちろん変わる

のでしょうけれども、足りないから借りる

ということなものですから、もし毎年この

ような対応をするのであれば、リース代よ

りも役場が用意する機械代を思い切って用

意されたほうがよろしいのではないかとい

うのも、ちまたの考え方なのです。 

そういう意味で、今後を含めて、どのよ

うな検証をされたかという意味では、１回

目でお聞きしているつもりでいたのですが

なかったので、そこら辺、しつこいようで

ありますけれども、単純な２回目として、

リース代が純粋に幾らかかっているのかと

いう観点を含めて、そして今後の考え方と

いう意味で議論があったのであれば、そこ

ら辺を教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） まずリー

ス代につきましては、８月１８日からの２

週間で１７６万５,０００円、９月の３０日

間で３５２万５,０００円、１０月で３６４

万２,０００円ということで、ポンプ５台、

発電機１１台、あともろもろありますけれ

ども、合わせて１日当たり１１万７,５０４

円のリース代を支出しております。 

議員がおっしゃるとおり、町で持つのも

一つの方法ということもありますし、今後

検討しなければならないことがあると思い

ますが、今年度につきましては、１回目で

御説明させていただきましたとおり、昨年

の被害、管内でいけば常呂川がありました。

そして十勝、それから日勝峠というような

ことで、一つとしては異常事態であったと

いうように考えております。 

もう１点としては、やはり各樋門、商業

電力をとるような供給体制もとっておりま

す。しかしながら、それだけでは足りない

部分もありますので、自前での設置という

のも今後検討してまいりたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 災害対応という

趣旨ですから、私自身、意を唱えているつ

もりはありません。 

ただ、単に支出という意味で、もし工夫
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することによって、ポンプそのものも美幌

町としてポンプが、あえていえば２０年使

えるとするならば、トータル的に考えた場

合、災害対応についての考え方としては、

このほうがコストダウンになるのではない

かと思うのです。毎回毎回リースする考え

方であるならば、借りてくるのではなくて、

少しでも自前で用意されたらいかがかとい

うのが一つの考え方であります。 

これ以上聞くつもりはないですが、最後

に、先ほど月別に金額は言われましたけれ

ども、足し算をそちらでしていただいて、

今回リース代だけで幾らになったかという

数字をお教え願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 発電機等

のリース代でございますけれども、合計で

約８９３万４,０００円であります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ２２ページの衆議

院議員選挙事務費の中の機械器具について、

今回はどんな器具、枚数計算機だとかいろ

いろとあると思うのですけれども、何を購

入なされたのか、内訳を御説明いただけれ

ばと思います。 

あと、その下の小学校教育振興事業費の

吹奏楽大会と、次の２４ページの中学校の

部分で、それぞれ全道、全国に児童生徒が

活躍して出られることは、新聞等でも報道

されていましたし、既に結果が載っている

ものもあったので承知している部分もある

のですが、必ずしも全部載っていないもの

もありますので、その状況について、こう

いう結果だったということを私も承知した

いので、その内容について御説明いただけ

ればと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの上

杉議員の御質問にお答えいたします。 

まず初めに、２２ページの吹奏楽大会参

加等負担金、これにつきましては、美幌小

学校、東陽小学校合同バンドが第３６回全

国小学校バンドフェスティバルに出場をし

たものでございまして、結果でございます

が、３６団体の出場がありまして、うち金

賞が１１団体、銀賞が１４団体、銅賞が１

１団体ということで、今回出た美小と東陽

の合同バンドにつきましては、残念ながら

銅賞の受賞という結果でございます。 

続きまして、２４ページの中体連の関係

でございますが、初めに、北中学校陸上部

が参加しました第３５回北海道中学校駅伝

競走大会の結果でございます。 

男子でありますが、４６チーム出場いた

しまして２２位。時間にいたしまして、６

区間１８キロで１時間５分０９秒というタ

イムでありました。 

女子でありますが、３７チーム出場いた

しまして９位ということでございます。５

区間１２キロを走りまして、４７分４８秒

の成績であります。 

続きまして、北中学校の野球部でありま

す。北海道中学校軟式野球選抜選手権大会

であります。 

結果につきましては、３回戦で敗退とい

うことで、全体の出場チーム２７団体中３

回戦の敗退という結果であります。 

最後、美幌中学校が第１７回東日本吹奏

楽大会に出場した結果でございますが、全

体で３０団体の出場がありまして、金賞が

９団体、銀賞が１４団体、銅賞が７団体と

いうことで、美中の成績につきましては、

残念ながら銅賞という結果でございます。

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（谷川明弘君） 

機械器具の内訳なのですが、開票システム

というものを入れまして、端末機とそのソ

フトの費用となっております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 
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○４番（上杉晃央君） 私も期日前投票を

しているので、会場に行っての投票という

のは余りないのですけれども、開票システ

ムというのは具体的にどのようなものなの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（谷川明弘君） 

今まで各票を仕分けして、それをそれぞれ

点検表をつけて回し、そして計数機にかけ

て集計するのですけれども、まずバーコー

ドを先につくりまして、票ごとにバーコー

ド点検表の下につけ、それをバーコードリ

ーダーで読み取れば集計ができるというシ

ステムになっております。その集計をもと

に、最後の開票録までできるようなシステ

ムになっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第１０号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第５２号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

５２号美幌町職員定数条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案２５ペー

ジになります。 

議案第５２号美幌町職員定数条例の一部

を改正する条例制定について御説明を申し

上げます。 

美幌町職員定数条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

資料１の美幌町職員定数条例の一部を改

正する条例制定についてでございます。 

今回の改正につきましては、病院事業の

職員定数を現行の９５名から５名増員し、

１００名とするもので、これは常勤医師の

採用や新たな診療科目開設に伴い、医療ス

タッフの増員も図りながら、診療体制の充

実を図ってきているところでありますが、

平成３０年、来年の４月１日時点で、現在

の定数である９５名になることが見込まれ

ることから、今後の看護師確保等に支障が

生じないよう、定数を５名ふやすものでご

ざいます。 

これにより、職員定数が総数で３００名

から３０５名という形になります。 

なお、新旧対照表を２ページに検討して

おりますので、参考としていただきたいと

思います。 

施行日につきましては、平成３０年４月

１日でございます。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

○４番（上杉晃央君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 定数のことにつ

いてお聞かせ願いたいと思います。 

今回は病院の職員の配置ということが１

００％の内容だと思っていますが、もう少

し細かくお尋ねしたいのは、今回、来年に

向けてお医者さんが１名確保されたという

情報はもう伝わっているところであります

が、主にその関係の趣旨の定数の起因があ

るのか。 

もう１点、根本的に新しい科目以外にも、
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例えば、もともと技士職が不足していたか

らだとか、いろいろな諸般の事情を――今

回、今の定数で来年の４月１日は足りると

思いますが、さらに他の医師を雇うに当た

って、余裕を持たしてくれという定数はま

ことにいいことだと私は思っています。 

そこら辺、単に５名ふやすことはわかる

のですが、来年４月１日について、もう少

し職員配置をどういうふうに考えているの

かということで、町民に向けてでもお知ら

せするものがあるなら、お知らせ願いたい

と存じますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 吉住議員の

御質疑にお答えさせていただきます。 

まず、１２月１日現在の正職員の数につ

きましては、８８名となっております。 

今後、４月１日に向けまして、産婦人科

の小松先生を初めとしまして、新規採用の

看護師、作業療法士、現在欠員となってお

ります薬剤師、臨床工学技士、あと事務職

の採用を行いますと、来年の４月１日現在

で、現在の定数上限であります９５名に達

する見込みとなっております。 

さらに、来年４月以降、看護師の増員、

こちらは婦人科の関係、病棟の関係でござ

いますし、将来的に眼科の先生の常勤化を

考えますと、現行定数の９５人では職員採

用の募集ができない状態ということになり

ますので、看護師など医療スタッフの確保

に支障が生じないように、今回５名を増員

したいと考えているものでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 国保病院は頑張

っているなという気はしておりますので、

本当に頭の下がる思いですが、ただ懸念も

あります。 

事務職職員という言葉がありましたが、

科目がふえたりすることに伴ってふえるの

は当然のことだと思うのですが、例えば、

医師確保について先生の診療室ではなくて、

居場所のスペースはどうなっているのか。

事務職職員を雇った場合に、既存の今お使

いの事務所のスペースが狭隘化し過ぎてい

ると思うのですが、そこら辺の議論が多少

なりあったのなら前もって言っていただか

ないと、いい病院運営ができないのではな

いかということにつながると思うのです。 

今回人がふえるということで、スペース

も足りないのではないかということがあり

ますけれども、そこら辺、多少なりお知ら

せする部分があるのなら、今のうちに聞い

ておきたいと思うところですが、いかがで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） １点目の先

生たちのスペースの関係でございますけれ

ども、現在、医局の各先生のブースにつき

ましては、１０人体制ということで、全て

満杯状態になっております。 

来年、婦人科の先生に来ていただけると

いうことになっておりますけれども、現

在、非常勤の先生に使っていただいており

ますブースを常勤の先生に開放するという

ことで、そちらを婦人科の先生のスペース

として使用していきたいと考えております。 

あと、事務職の関係ですけれども、確か

に、現在の事務室のスペースにつきまして

は、地域医療連携室を含め、かなり手狭に

はなっておりますけれども、今、主幹職が

１人減ということで、そのスペースについ

て空いておりますので、それを見込んだ上

での使用ということで、これ以上は体制的

にはふやさないような体制で考えておりま

すので、現在の事務室のスペース内でおさ

まるように工夫をしながら使用していきた

いと考えております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） あくまでも定数

絡みなもので、私の思いとしては、要する

に人がふえるという趣旨でお話をさせてい

ただいています。 
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今回、４月１日には直接影響がないけれ

ども、余力を持ちたいという定数変化です。

私はこれ以上ふやさないと事務長が言うの

は、少し早過ぎるのではないかと思うので

す。 

眼科のお医者さんが来てくれれば、それ

なりの人員配置、事務方だってもしかした

らあり得るわけですから、そこら辺を含め

て、事務長もかたくなにそう言わないで、

これから発生することは議会に堂々と言っ

てきてくださいというお願いをしてやめて

おきます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５２号美幌町職員定数

条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第５３号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

５３号美幌町基金条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案２６ペー

ジになります。 

議案第５３号美幌町基金条例の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。 

美幌町基金条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の３ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

資料２の美幌町基金条例の一部を改正す

る条例制定についてでございますが、今回

の改正については２点であります。 

まず１点目が、本年１０月１９日に鳥里

在住の田子正雄様より、卒寿を迎え、親子

３代美幌町にお世話になったお礼として５,

０００万円の御寄附をいただいたところで

ございます。その寄附金の使途として、寄

附者より、高齢者の生活活動支援に４,００

０万円、そして、青少年のスポーツ振興に

１,０００万円、それぞれ役立ててほしいと

の御趣旨でございますので、今回、田子高

齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興

基金を設置し、有効活用を図ろうとするも

のでございます。 

２点目につきましては、ふるさと寄附金

について、寄附者の使途意向とふるさと基

金の処分事業とが一致していないため、今

回、寄附者の意向に沿った寄附金利用がで

きるように改正を図ろうとするものでござ

います。 

なお、４ページ、５ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 

施行日につきましては、公布の日からと

いうことでございます。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 資料２の３ページ

目ですけれども、一般質問でもしましたよ

うに、ふるさと寄附金の使い道に対応でき

るようにということで、この条例の改正は、

私は理にかなったものだと思います。 

その中で制定内容の６に、いわゆる意向

に沿った事業として、美幌町ふるさとづく

り事業の推進に関する規則に定めるという

ことで、規則の中で事業名を明らかにして

いくのだと思います。 
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昨日、私も一般質問をいたしまして、来

年度から、例えば重点化していくようなこ

とがはっきりしたときに、具体的に重点化

された事業名をこの規則の中に明文化して

いくのだろうと思いますけれども、その辺

の考え方についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 当然、寄附者

の意向に沿った形での規則の制定をしなく

てはいけないと考えておりますので、事業

が特定をして、この事業ということであれ

ば、その事業名については規則の中でうた

っていかなければいけないと思っています

し、また、今回大きく四つの事業という形

で条例上はなっております。 

それで、寄附書の中にはもっと細かく事

業が載っていますので、それらに適合する

ような形の規則改正も図るということで、

合わせて改正を図っていきたいと考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５３号美幌町基金条例

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第５４号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

５４号美幌町税条例等の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案２７ペー

ジでございます。 

議案第５４号美幌町税条例等の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。 

美幌町税条例等の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の６

ページをお開きいただきたいと思います。 

資料３、美幌町税条例等の一部を改正す

る条例制定でございます。 

制定目的につきましては、地方税法の改

正に伴い、税条例を改正するもの及び都市

計画用途区域の変更に伴う改正を行おうと

するものでございます。 

次に、改正内容でございますが、まず１

点目は、消費税の引き上げ時期の変更に伴

い、個人住民税の住宅借入金等特別税額控

除の入居要件を２年半延長し、現行の平成

３１年６月３０日までを平成３３年１２月

３１日までとするものでございます。 

また、法人町民税の法人税割を１２.１％

から８.４％に税率変更を図ろうとするもの

でございます。 

なお、それぞれの改正に伴います減収分

については、国費で賄われることとなって

おります。 

次に、固定資産税、都市計画税でありま

すが、まず、課税標準特例措置として、わ

がまち特例の導入で、６ページに記載の①

から③の規定を整備する改正となりますが、

現時点において本町での該当予定はござい

ません。 

次に、（２）の都市計画税の課税対象区

域の変更でございますが、これにつきまし

ては、美富地区の一部、２.４ヘクタールを

新たに第二種中高層住居専用地域として指

定、また、野崎の一部、５.３ヘクタールを

用途地域から廃止したことに伴います課税

区域の変更を行おうとするものでございま

す。 
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次に７ページになります。 

軽自動車税に係る改正でありますが、現

在、道税であります自動車取得税を廃止し、

町税として燃費基準達成度などで、非課税、

１％、２％、３％の４段階の税率として、

また営業車については、当分の間、非課税、

０.５％、１％、２％の４段階とする軽自動

車税環境性能割を創設するものでございま

す。 

なお、現行の軽自動車税につきましては、

種別割として課税も行おうとするための改

正でございます。 

なお、８ページから２３ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参照願い

たいと思います。 

施行日につきましては、それぞれ参考資

料に記載の日となります。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ２点あります。 

今、法人町民税の消費税率の引き上げに

伴って、税率を１２.１％から８.４％に引

き下げるということで、財源措置としては

国から地方交付税で交付されるということ

ですから、基準財政収入額が減った分は実

質的に影響はないのだと思いますけれども、

ちなみに２８年度決算ベースでいうと、こ

の１２.１％が８.４％になったとしたら、

金額的にどの程度の法人町民税で減収にな

るのか、わかれば教えてください。 

それから、都市計画用途地域の変更とい

うことで、美富地区が新たに拡大されて、

野崎地区が廃止ということで、廃止される

地区は税負担が軽減されるということで、

だからいいということではないのですけれ

ども、特に区域が拡大されるところの分の

都市計画税というのは、当然新たに負担が

求められますので、この辺、対象者に対す

る町としての周知を、私は広報に載せれば

いいということではないと思います。 

特に負担を新たに求める地区の固定資産

の所有者に対して、町はどのような周知を

されていくのか、その辺についてお尋ねし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず１点目の

法人税割の税率変更に伴います町税の影響

額でございますけれども、試算をしており

ませんので、試算ができ次第お知らせをさ

せていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 都市計画

用途区域の変更につきましては、昨年それ

ぞれ地元の住民説明会を実施しております。

手元に資料がないので、具体的にいつ何回

ということは、現時点ではお伝えできませ

んが、対象者の方にそれぞれ御案内をして、

用途の区域が変わりますと、それで、私ど

も建設水道部と税務グループ職員とで一緒

に行って、御説明をさせていただいていま

す。 

それで、都市計画の用途変更の道への進

達告示を行い、４月以降に決定となってお

りますので、今回１月の賦課期日というこ

とになろうかと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 対象地区の説明会

は終わっているということですから、そこ

はそこで理解しましたけれども、そこに来

られていない所有者に対しては、個別に文

書か何かで恐らく通知されていると思いま

すが、その辺はそういう対応をされている

ことで間違いないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 来られな

かった方については、直接個別に訪問をし、

説明をさせていただいております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５４号美幌町税条例等

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第５５号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

５５号平成２９年度美幌町一般会計補正予

算（第７号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ３６ページに

なります。 

議案第５５号平成２９年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）について御説明を申

し上げます。 

平成２９年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,１４６万５,０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ１１１億９,７８４万９,

０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表、地方

債補正により御説明を申し上げますので、

４１ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

第２表、地方債補正でございます。 

起債の５事業につきましては、事業費確

定により限度額の補正を行うもので、この

結果、平成２９年度地方債限度額が１６億

１,０２９万９,０００円という形になりま

す。 

次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、５１ページ、５２ページをお開き

いただきたいと思います。 

２款、総務費の一般管理費、庁用事務費、

通信運搬費１００万６,０００円の増につき

ましては、郵便料の増でございます。 

その下の情報公開個人情報保護事業費の

増につきましては、法改正に伴います審査

会開催の増による追加の補正でございます。 

続きまして、４目の財産管理費の３番目、

町有財産管理事業費の増、土地購入費５２

８万２,０００円でございますけれども、こ

れにつきましては、消防庁舎建設用地とし

て２筆３６４.２５平米の購入を行おうとす

るもので、位置等につきましては、参考資

料の２４ページに添付をしておりますので、

御参照いただければと思います。 

なお、その他、この目での計画について

は、入札、見積もり合わせによります執行

残でございます。 

続きまして、５目、企画費、事務事業協

力報償４８万３,０００円の増につきまして

は、町史発行を１２月ということで取り進

めてきておりましたが、この発行日が延長

せざるを得ないということに伴いまして、

専門補助員の任用期間延長が必要なため、

増額を行おうとするものでございます。 

なお、町史の発刊については、来年２月

を予定しながら準備を進めているところで

ございます。 

次に、６目、辺地対策費、多目的バス運

行委託料５５万２,０００円の増につきまし

ては、件数、それから距離数の増加に伴い

ます増でございます。 

次に５４ページをお願いいたします。 

一番上の財政調整等基金積立金１０７万

６,０００円の増につきましては、８月３１

日、鳥里にお住まいの後藤哲也様から、母

が生前お世話になったお礼として１００万

円を観光振興にと、それから９月２１日、
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西２条南３丁目にお住まいの松岡芳恵様よ

り、転出するに当たり、町政に役立ててほ

しいと３万円を、また、１０月２３日にラ

ウンジアルバトロス代表中振恵梨様より、

ゴルフコンペ参加者一同より４万６,０００

円の御寄附がそれぞれあったものを、積み

立てを行おうとするものでございます。 

なお、今補正に係ります各種基金の年度

末予定残高を参考資料の２５ページに添付

しておりますので、御参照いただければと

思います。 

続きまして、税務徴税費の４３万２,００

０円の増につきましては、これは省令改正

に伴います使用の変更を行うためのシステ

ム改修委託料でございます。 

それから、その下の戸籍住民基本台帳に

つきましては、これもマイナンバーカード

の記載事項が追加されるため、そのシステ

ム改修を行うため、３８８万８,０００円を

追加するものでございます。 

次の５目の統計調査費、統計調査事業費

の増１４万６,０００円につきましては、平

成３０年に実施を予定しております住宅土

地統計調査準備に係る経費について今回補

正をしたところでございます。 

次に５６ページになります。 

社会福祉推進事業費、積立金１１万６,０

００円の増でございますが、これにつきま

しては、９月１９日に社会医療法人恵和会

様より、チャリティーゴルフコンペ及び懇

親会参加者一同より社会福祉に役立ててほ

しいと１１万６,０００円の御寄附があった

ものを、福祉基金へ積み立てを行おうとす

るものでございます。 

次に、一つ飛びましてコミュニティセン

ター維持管理事業費２８万２,０００円の修

繕料の増につきましては、コミュニティセ

ンターの電気暖房温度管理制御盤の修繕を

行おうとするものでございます。 

次に、３目、高齢者福祉費でございます。

補助金の福祉車両購入事業補助金３０４万

８,０００円につきましては、あさひデイサ

ービスセンター及び、すろー・らいふ美幌

デイサービスの施設利用者送迎用の車両を

それぞれ各１台購入するための補助金でご

ざいまして、これについては地域づくり総

合交付金の事業ということでございます。 

それから、積立金４,０００万円につきま

しては、鳥里在住の田子正雄様から御寄附

をいただきました５,０００万円のうち、

４,０００万円を議案第５３号で議決をいた

だきました田子高齢者生活活動支援及び青

少年スポーツ振興基金に積み立てを図るも

のでございます。 

それから、この中の６の後期高齢者広域

連合負担事業費の減でございます。療養給

付費負担金２,３５７万７,０００円の減に

つきましては、平成２８年度療養給付費精

算に伴う減でございます。 

それから、この下一番最後になります障

害者自立支援事業費の減ということで、障

害者福祉システムプログラム改修委託料１

０８万円につきましては、報酬改定に伴う

改修に伴う委託料でございます。 

その下の社会保障・税番号制度対応シス

テム改修委託料６０万円につきましては、

番号制度、レイアウト変更に伴いますシス

テム改修委託料でございます。 

次に５８ページになります。 

２項、児童福祉費の補助金、認可外保育

所利用者補助金１４８万４,０００円の増で

ございますけれども、これにつきましては、

ひまわり保育園対象園児数の増及び第２子

以降保育料全額補助に伴うものの増額補正

でございます。 

それからその下、子ども発達支援センタ

ー運営事業費の中の教育備品３１万２,００

０円の増でございますけれども、これは１

０月２９日、松緑神道大和山美幌支部支部

長永澤則次様より３０万円の御寄附があり

ましたので、それを財源として遊具等の購

入を図るものでございます。 

それから、この中の６、子育て支援セン

ター運営事業費１４４万３,０００円の増、
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臨時職員賃金でございますけれども、これ

につきましては、一時預かり利用者増に伴

います代替保育士の増でございます。 

次に６０ページになります。 

保健衛生総務費、広域事務組合負担事業

費２５万２,０００円の増でございますけれ

ども、これにつきましては、火葬場の燃料

費の増加によるものでございます。 

それから、保健福祉総合センターにつき

ましては、灯油単価の増による燃料費の増、

その下のごみ処分場につきましては、電気

料の増による補正でございます。 

次に６２ページになります。 

農林水産業費の４目、農業振興費の中の

補助金、小麦種子安定供給設備機械導入事

業補助金１,８７０万円の増でございます

が、これにつきましては、ＪＡびほろが事

業実施主体の小麦種子消毒設備に係る補助

金でございます。これも、地域づくり総合

交付金の事業でございます。 

次に６目、農地費の団体営土地改良事業

費の負担金、オホーツク東部広域農業水利

管理協議会負担金１２３万１,０００円の増

でございますが、これにつきましては、古

梅ダムの取水放流ゲート制御盤修繕に係る

美幌町負担分の増加でございます。 

それから、７目のみどりの村管理費の修

繕料３００万３,０００円の増につきまして

は、グリーンビレッジの給湯管の修繕を行

うものでございます。 

次に、この一番下でございますが、林業

推進事業費の積立金１６７万円の増につき

ましては、森林整備協定に基づく寄附金と

して、１１月１０日に生活協同組合コープ

さっぽろ様より１９万６,９０８円を、同じ

く社会医療法人恵和会様より９９万７,９０

４円を、１１月３０日に株式会社道央環境

センター様より４７万５,０００円のそれぞ

れ御寄附をいただきましたので、これを未

来への森林づくり基金に積み立てを行うも

のでございます。 

次に６４ページ、商工費の観光施設維持

管理事業費の増、修繕料２００万円の増で

ございますが、これは峠の湯の気中開閉器

修繕のほか、緊急修繕など営業に支障を来

さないよう、修繕費を計上させていただい

たものでございます。 

次に、６６ページになります。 

公営住宅管理事業費の増、社会保険料、

臨時職員賃金の４８万９,０００円の増でご

ざいますが、これにつきましては、職員の

産休によります臨時職員の賃金の計上でご

ざいます。 

それから１０款、教育費の３目、教育振

興費、教育振興事業費の補助金、美幌高等

学校農業科間口対策補助金４０万円の減で

ございますけれども、これにつきましては、

当初１２名の予算計上をしておりましたが、

実績で８名となったことから減額をするも

のでございます。 

次に６８ページになります。 

３項の中学校費、２目、教育振興費の中

学校教育振興事業費、負担金の中の中体連

大会参加等負担金５２７万１,０００円の増

でございますが、これは全道ソフトテニス

大会、全道インドアソフトテニス大会、バ

スケットボール新人大会、中学校スキー大

会等の参加負担金に係る経費について増額

をするものでございます。 

それから４項、社会教育費の２目、社会

教育振興費、芸術文化振興事業費の積立金

１５４万７,０００円の増につきましては、

９月２７日に、びほーるにフルコンサート

ピアノを要望する会代表沖田滋様から楽器

充実に役立ててほしいと１４８万３,７８０

円を、また１０月２５日に北海道コカ・コ

ーラボトリング株式会社リテール事業部様

より、文化振興に役立ててほしいと、びほ

ーるに設置をしております自動販売機の売

り上げの一部６万２,８５６円の御寄附があ

ったものを、芸術文化振興基金に積み立て

を行うものでございます。 

次に７０ページになります。 

５目、図書館費、消耗品１３０万円の増



 

－ 108 － 

でございます。９月２５日に高野にお住ま

いの古舘芳夫様から、お母様が生前お世話

になったお礼として、図書蔵書に役立てて

ほしいと１００万円の御寄附を、また９月

３０日に東京都在住の方より、同じく図書

蔵書に役立ててほしいと３０万円の御寄附

があり、図書の購入を図ろうとするもので

ございます。 

次に５項、保健体育費、１目、保健体育

総務費でございます。スポーツ推進事業費

の中の補助金、全国、全道競技大会選手派

遣補助金１０３万３,０００円の増でござい

ますが、今後、出場が見込まれております

各種大会の派遣補助金の計上をさせていた

だいたところでございます。 

その下、積立金１,０００万円につきまし

ては、１０月１９日に鳥里にお住まいの田

子様から、青少年のスポーツ振興に役立て

てほしいと１,０００万円の御寄附があった

ものを、田子高齢者生活活動支援及び青少

年スポーツ振興基金に積み立てを行おうと

するものでございます。 

次に７２ページになります。 

公債費でございますが、公債費の元金、

利子につきましては、平成２８年度借入分

の確定に伴う減額でございます。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、４５ページ、４６ページにお戻り

をいただきたいと思います。 

９款の地方特例交付金から１４款、国庫

支出金の国庫負担金までにつきましては、

額の確定及び見込み等による減額、あるい

は増額でございます。 

それから、国庫支出金の国庫補助金、社

会保障・税番号制度システム整備費補助金

２２０万円につきましては、マイナンバー

制度対応に係る住民基本台帳システム整備

に係る補助金でございます。 

次に、４８ページをお開きいただきたい

と思います。 

２項の道補助金でございます。二つ目の

地域づくり総合交付金３６４万６,０００円

につきましては、福祉関連で行っておりま

す三つの事業、福祉ハイヤーの補助、それ

から難聴の補聴器補助、そして先ほど御説

明をいたしましたデイサービスの送迎バス

に係る三つの事業に係ります地域づくり総

合交付金の補助金でございます。 

その下、６８０万円の地域づくり総合交

付金につきましては、発達支援センター移

転改築に係る補助金でございます。 

その下の同じく地域づくり総合交付金１,

８７０万円につきましては、先ほど農林水

産業費で説明をいたしました小麦種子安定

供給施設に係る補助金でございます。 

次に１６款、財産収入でございます。土

地売払代の増、４万８,０００円につきまし

ては、豊岡の原野１,６４５平米の売り払い

代金でございます。 

その下の不用物品売払代の増、３２万３,

０００円につきましては、２トントラック

の売り払い代金でございます。 

寄附金につきましては、歳出のほうで御

説明をさせていただきましたので、省略を

させていただきたいと思います。 

次に、５０ページでございます。 

繰入金の減につきましては、今回の補正

による財源調整を図るものでございます。 

それから２０款、諸収入、雑入の中の四

つ目、美幌町企業誘致・育成協議会清算金

１０万４,０００円の増につきましては、こ

の協議会解散に伴います清算金としての収

入でございます。 

２１款、町債につきましては、第２表で

御説明をさせていただきましたので、省略

をさせていただきたいと思います。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は１１時２５分といたします。 

午前１１時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、



 

－ 109 － 

会議を開きます。 

これから質疑を行います。 

６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） ３カ所ございます。 

まず１カ所目、５２ページの２款、１項、

５目、企画費、政策推進事業費のうち、事

務事業協力報酬４８万３,０００円ですけれ

ども、町史の編さんが遅れているというこ

とで御説明をいただきました。 

本来ならば、１３０年を記念する日まで

に発刊をされて、広報効果になるようにと

いうことで、それが一番ベストだったと思

うのですけれども、遅延した理由というの

をお聞かせ願いたいと思います。 

また、間違っても３０年度に繰り越すこ

とがないということをお聞きしたいと思い

ます。これが１点目です。 

次、２カ所目が６０ページです。４款、

２項、１目、塵芥し尿処理費のうち、ごみ

処分場維持管理事業費、光熱水費の１０７

万４,０００円です。 

これは電気代ということだったのですけ

れども、あそこにリサイクル工場があると

思うのですが、もしかしたらあそこの燃料

費というように思ったのです。あそこは夏

は暑く、冬は寒いということで聞いている

のですが、そのリサイクル工場の暖房装置

の状況、ストーブを使っているのか、ボイ

ラーなのか、燃料費はどうなのかというこ

とを、もしわかればその辺について教えて

いただきたいと思います。 

３カ所目が６６ページです。８款、４項、

２目、公園維持費で工事請負費、公園施設

更新工事ということで、これについては具

体的な御説明はなかったのですけれども、

金額が２,０７２万６,０００円ということ

で少し大きいものですから、この事業内容

の変更した内容について詳しく教えていた

だきたいと思います。以上３カ所です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １点目の町史

編さんの関係でございます。 

議員おっしゃるとおり、当初、１０月１

２日の１３０年記念式典の中で間に合わせ

るように進めてきたところでございますが、

１回１２月ということで御説明をさせてい

ただいて、さらに２月ということでの再々

延長でございます。 

原因としては、町史に係ります初稿の原

稿の出が遅くて、その校正に２校、３校と

いう形で繰り返すものですから、時間を要

しているということで、２度延長をすると

いう形で今進めているところでございます。 

なお、確認のありました３０年度への繰

り越しについては、そういうことではなく、

２月に完成をして発刊するということで進

めていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） ６０ページの

ごみ処分場維持管理事業費の光熱水費の増

の理由でございますが、ふえた理由は、埋

立処分地の体流水の処理のための第Ⅱ期水

処理施設屋外調整池に設置されております

曝気ブロワーの運転稼働時間が増加したこ

とに伴います電気使用量の増加でございま

す。 

議員がおっしゃられていましたリサイク

ルセンターにつきましては、ストーブ暖房

設備を設置しておりません。ジェットヒー

ターで暖をとって作業をしておりますの

で、そちらの分の燃料費ということではご

ざいません。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 公園施設

の更新工事につきましては、いなみ北公園、

あおやま南公園を本年度整備させていただ

きました。 

２９年度でひがしまち公園も複合遊具の

撤去及びそれにかわる遊具の設置を考えて

いたところですが、社会資本整備総合交付

金がつかなかったことに伴いまして、ひが

しまち公園の遊具の整備を先送りさせてい

ただいたものであります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ
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ん。 

○６番（戸澤義典君） 予算がつかなくて

ひがしまち公園もできなかったということ

は理解いたしました。 

これは危険箇所はないのでしょうか。工

事をしなかったことによって、危険箇所が

そのままになっているということはありま

せんか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 点検はし

ておりますので、現在、危険箇所はござい

ません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５６ページの高齢

者福祉費、補助金、福祉車両購入事業補助

金でデイサービスのあさひと、すろー・ら

いふの２台分ということで説明がありまし

た。 

それで、財源ですけれども、地域づくり

総合交付金が入っていると御説明がありま

したので、いわゆる車の購入費は、交付金

の何割の補助なのか。充当率についてお知

らせください。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） 高齢者福祉費

の福祉車両購入事業補助金でございますが、

これにつきましては、地域づくり総合交付

金の補助を受けて補助するものでございま

すが、地域づくり総合補助金につきまして

は、補助基本額がありまして、３０４万８,

０００円が１台当たりの補助限度額の基本

額となっておりまして、これの２分の１を

助成していただくものでございます。 

今回２台購入いたしますので、補助基本

額３０４万８,０００円の２分の１の２台と

いうことで、予算を計上させていただいて

いるものであります。 

補助基本額を上回った部分は、補助対象

とならない形になりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ２点あります。 

６６ページの教育振興事業費の減という

ことで、美幌高等学校の間口の補助金が減

ったということのお話と、次、６８ページ

の芸術文化振興事業費の増ということで、

積立ということのお話であります。 

まず、６６ページの話をさせていただき

たいのでありますが、予算上は教育費にな

っていますが、美幌高校というのは、本来

道立だったと思いますので、間口となれば

美幌町全体の意気込みで、こういう予算づ

けをしてきた経緯は承知しています。 

結果として、もちろん生徒さんというこ

とですが、１２名の予算づけから８名の実

績だったということで、それも、生徒さん

という意味では仕方がないかというように

思っていますが、その間、美幌町がオール

美幌としての間口対策だったなという気が

するもので、そういう意味で、どういう努

力を、町長を先頭にどうされていたのか、

経過を町長にお尋ねしたいと思います。 

次に、６８ページの芸術文化振興事業費

の積立金という趣旨ですが、寄附金を持ち

まして積み立てたいということであります。 

さきの一般質問でもいろいろな事業、し

っかりうたうべきではないかという質問を

通しながら、今回寄附金があった場合、こ

ういうものも別な項目でありましたけれど

も、そういう意味では、ピアノを用意して

もらいたいという趣旨の寄附であったとい

う説明が先ほどありました。 

そこで、具体的に、まだどの程度の金額

のものを想定されているかは、私はわかり

ませんが、少なからず近い将来、この寄附

金を受け取っているわけですから、どのよ

うな形で具現化されようとしているのか。

お聞かせ願えるものであれば、お聞かせ願

いたいと思います。 

まずこの２点、よろしくお願いいたしま
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す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 農業科の間口対策

についてでありますけれども、私もいろい

ろと会議に出させていただいた中で、新し

い学校づくりに対する会議に参加させてい

ただいて、もちろん発言もさせていただい

ておりますけれども、そのほか、教育委員

会を窓口にしておりますので、そちらのほ

うから情報を得ながら指示を出していると

いうような状況でございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 間口に関して２

回目です。 

先ほど、私の思いを言わせていただきま

した。役場ばかりではなく、町全体の中で

の対応だと思っている中で、私は今後各町

村に置かれる高校の間口という意味では、

いろいろな意味で手を打たなければならな

いと思っているのです。 

お互いに生徒数、子供たちは少なくなっ

ていきますので、思い切った手を打ってい

かなかったらいずれ悲しい――どちらかが

先かといったら私も予想はつかないのです

けれども、そうならないような意気込みと

いう意味では、あえて言えば一般質問とい

う感覚ではなくて、今後町長はどうされよ

うとしているのか、もし思いがあったらお

許しをいただいてお聞きしておきたいと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） やはり高校問題に

ついては、私は間口確保が最大の問題だと

いう認識を持っております。 

それで、今回この補正予算に絡んで言う

と、１２名から８名に減ったということで、

新しい年度を迎えると、さらに減るのでは

ないかというような思いをしているところ

でありますので、それに対する支援策もた

だいま練っておりますので、新年度に向け

て、議会の皆さんにまた御相談をさせてい

ただきたいと思っております。 

いずれにしましても、これは学校全体の

問題でありますので、美幌町全体の問題に

当然なってくると思います。 

卒業生もかなりいる中、心配なされてい

る卒業生もかなりおられると思いますので、

ことしはやはりこれをしっかりと守ってい

くということを、引き続き努力していきた

いと思っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） これに関しては

３回目です。 

ぜひ町長、先ほど懸念を言いました。各

町村にある高校も子供たちの減少というこ

とも手伝って、お互いに引っ張り合いとい

うか奪い合いというか、それに負けない最

大の営業努力は、町長におかれましてもし

ていただくものだと思っていますが、町長

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 少なくなってきた

中学卒業生を、どういうふうにどの学校に

行っていただくかというのは、今、議員が

おっしゃったように、それこそ少なくなっ

た人員をどれだけ美幌町に来ていただくか

というような話になるかと思います。 

こういうことが今行われているのですけ

れども、なかなかこれは難しい問題があり

まして、子供は子供たちの希望をかなえた

り、夢をかなえたりするたびに、それぞれ

の学校に向かっていくわけでありますから、

そこをばしっととめるわけにもいかないと

いうようなこともあります。 

そのためにはどうするかということです

けれども、まず美幌高校自体の学校の魅力

アップをしていかなければいけないのでは

ないかと思っておりますので、学校と連携

をとりながら、しっかりと間口を守ると、

そして美幌高校全体を守っていくというよ

うなことを、ぜひともやっていきたいと思

っております。 
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○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 次に６８ページ

のピアノの寄附であります。 

先ほど１回目を申している中で、まだ答

弁をいただいていませんのでお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ２点目の芸術

文化振興事業費、積立金の増の関係でござ

います。 

びほーるにフルコンサートピアノを要望

する会様からの御寄附ということで、趣旨

につきましては、町民会館びほーるの楽器

充実に役立ててほしいということでござい

ました。 

要望されておりますピアノにつきまして

は、非常に高額であるということですので、

直ちに購入するということは難しい状況に

ありますので、今後、基金に積み立ててい

く中で、整備が実現できるような形で検討

をしていきたいと考えているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） これは教育委員

会ばかりではありませんが、この件につい

ては教育委員会に聞きたいのですけれども、

私としてはこれは２回目です。 

少し話が変わりますが、例えとして、美

幌町に観光ならどこがありますかと聞くと、

美幌峠と言うのですけれども、何か魅力を

つけていかなくては、私なりの言葉で言え

ば、美幌の売りとは一体何ですかというと

ころに私自身、友達に聞かれたときも絶句

するときがあります。 

今回、町民会館も含めて、びほーるがさ

らに活躍の場、今の利用率を含めて相当な

要望に応えている中でありますけれども、

あえて言えば、今回はピアノという趣旨の

寄附金の中で、楽器の中でも演奏者が常に

持って歩けるものと、ピアノの話に戻りま

すが、おいそれと行きたいときにすぐ持っ

て歩けるものとの違いがあると思うのです。 

それからもう１点、びほーるにしても町

民会館にしても、こういう種類の楽器があ

ると、こんなメーカーのピアノがあるとい

うだけで、演奏者にとってもある意味で魅

力を醸し出すというか、訴える力があると

思うもので、そこら辺、先ほど言ったよう

な今後考えていくということではなくて、

目的を持った寄附を受けているわけですか

ら、それは速やかに今後の予定というもの

は持つべきではないかと思うのですが、１

回目の答弁ではまだわからないものですか

ら、教育長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 今回いただいた

御寄附については、びほーるの楽器充実と

いうことでいただいております。 

具体的な楽器についても、当然要望され

るほうからもお話がありました。 

それは、今、部長が答弁したとおり、な

かなか高価なものということもあって、そ

れから町の財政的なこともあって、しっか

りと計画を今立てておりますので、その中

で購入を今後考えていきたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 町民会館含めて

びほーる、今回は寄附金のことに絡めて申

し上げますが、より一層魅力のあるびほー

る、町民会館であっていただきたいと思う

もので、今後、私のテーマとさせていただ

くことを宣言しておきまして３回目を終わ

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５５号平成２９年度美

幌町一般会計補正予算（第７号）について
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を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第５６号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

５６号平成２９年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） 議案の７４ペ

ージをお開き願います。 

議案第５６号平成２９年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、退職被保険

者等療養給付費の実績見込み及び都道府県

単位化に伴う委託料等の補正でございます。 

平成２９年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１,７００万５,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３０億７,２０４万８,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８５、

８６ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款、総務費につきましては、国保ライ

ンシステムのクラウド環境構築のためのプ

ログラム改修委託料７０万円、都道府県単

位化に伴う被保険者証の様式及び有効期限

等の統一のためのプログラム改修委託料５

６万７,０００円、特定個人情報データ標準

レイアウト改正に伴う社会保障・税番号制

度対応システム改修委託料６７万５,０００

円を増額するものでございます。 

２款、保険給付費、１項、療養諸費、２

目、退職被保険者等療養給付費につきまし

ては、被保険者数の減及び給付実績の見込

みにより１,３００万円を減額するもので

す。 

その下の２項、高額療養費、２目、退職

被保険者等高額療養費につきましても、給

付実績の見込みにより４００万円を減額す

るものでございます。 

３款、後期高齢者支援金等及び、８７、

８８ページの４款、前期高齢者納付金等、

６款、介護納付金につきましては、社会保

険診療報酬支払い基金からの額の確定に伴

い、減額及び増額補正をするものでござい

ます。 

次に、歳入を御説明いたしますので、８

１、８２ページをお開き願います。 

２、歳入。 

２款、国庫支出金、１項、国庫負担金に

つきましては、介護納付金及び後期高齢者

医療支援金の減額に伴う減額でございます。 

２項、国庫補助金、１目、財政調整交付

金につきましては、国保ラインのクラウド

環境構築に係るプログラム改修経費に対す

る特別調整交付金を増額するものでござい

ます。 

２目、国民健康保険制度関係業務準備事

業補助金につきましては、当初、道補助金

で計上していました国保集約システム等対

応プログラム改修に対する補助金３２５万

円の組み替えと、国保ラインプログラムの

資格管理等の改修に対する補助金３７万８,

０００円を増額するものでございます。 

３目、社会保障・税番号制度システム整

備費補助金につきましては、システム改修

に対する補助金４５万円を増額するもので

す。 

３款、療養給付費等交付金につきまして
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は、退職被保険者に係る社会保障診療報酬

支払い基金からの交付金の確定に伴う減額

でございます。 

４款、前期高齢者交付金につきましても、

社会保険診療報酬支払い基金からの前々年

度精算に伴う交付金の増額でございます。 

５款、道支出金につきましては、国保集

約システム等対応プログラム改修に対する

経費が国庫補助の対象となったことから、

３２５万円を減額とし、国保ラインのクラ

ウド環境構築に係るプログラム改修及び都

道府県化に伴う証一体化対応プログラムに

対して９１万７,０００円が増額されたこと

から、特別調整交付金を２３３万３,０００

円減額するものでございます。 

８款、繰入金につきましては、国保給付

費の減額等に伴い６,７６８万６,０００円

を減額するものでございます。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料２５ページに添付させていた

だいておりますが、１億１,５２４万５,０

００円となります。 

９款、繰越金につきましては、８３、８

４ページをお開き願います。 

前年度繰越金５,６００万６,０００円を

増額するものでございます。 

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５６号平成２９年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第５７号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

５７号平成２９年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） 議案の９０ペ

ージをお開き願います。 

議案第５７号平成２９年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、後期高齢者

医療広域連合市町村事務費負担金の確定及

び市町村保険料等負担金の実績見込みに伴

う補正でございます。 

平成２９年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ８１０万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

８,８２７万５,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、９９、

１００ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款、後期高齢者医療広域連合納付金に

つきましては、平成２８年度の事務費精算

に伴い、事務費負担金を１１３万６,０００

円減額し、保険基盤安定負担金の確定及び

保険料の実績見込みにより、保険料等負担

金を９２４万１,０００円増額するものでご

ざいます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、９７、９８ページをお開き願います。 

２、歳入。 

１款、後期高齢者医療保険料につきまし
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ては、実績見込みにより特別徴収保険料６

５１万２,０００円、普通徴収保険料２８万

５,０００円増額するものでございます。 

２款、繰入金につきましては、広域連合

市町村事務費負担金の減に伴い、事務費繰

入金を１１３万６,０００円減額し、保険料

の軽減措置等の確定に伴う保険基盤安定繰

入金を２０４万６,０００円増額するもので

ございます。 

３款、繰越金につきましては、前年度繰

越金の確定による補正でございます。 

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５７号平成２９年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第５８号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

５８号平成２９年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） 議案の１０２

ページをお開き願います。 

議案第５８号平成２９年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第４号）について御

説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、各種介護給

付費の実績見込みに伴う補正でございます。 

平成２９年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２,５０１万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

８億３６０万１,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、１１１、

１１２ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款、総務費、１目、一般管理費につき

ましては、特定個人情報データ標準レイア

ウト改定に伴う社会保障・税番号制度対応

システム改修委託料６７万５,０００円を増

額するものでございます。 

その下の２目、認定調査費につきまして

は、社会保険料の率改定に伴う増額でござ

います。 

２款、保険給付費、１項、介護サービス

等諸費、１目、居宅介護サービス給付費に

つきましては、当初見込みより訪問介護、

認知症対応型通所介護、認知症対応型共同

生活介護、地域密着型通所介護が増加いた

しましたが、通所介護、通所リハビリ、居

宅介護支援の利用が減少していることから、

４,６９０万３,０００円を減額するもので

す。 

２目、施設介護サービス給付費につきま

しては、特養及び老健施設の住所地特例対

象者が増加し、６,２６４万３,０００円を

増額するものでございます。 

下段の２項、介護予防サービス等諸費及

び、次の１１３、１１４ページの３項、高

額介護サービス等諸費、４項の高額医療合

算介護サービス等諸費につきましても、実

績見込みに伴い増額するものでございます。 

５項、特定入所者介護サービス等費につ

きましては、低所得者対象者の減少に伴い
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減額するものでございます。 

次に１１５、１１６ページをお開き願い

ます。 

３款、地域支援事業費につきましては、

灯油単価の上昇に伴い、シルバーハウジン

グの相談室の燃料費及び認知症高齢者やす

らぎ支援の利用者増加に伴い、業務委託料

を増額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１０９、１１０ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、

１目、介護給付費負担金及び２項、国庫補

助金、１目、調整交付金につきましては、

介護給付費の増加に伴う増額でございます。 

２目、社会保障・税番号制度システム整

備費補助金につきましては、システム改修

に対する補助金を補正するものでございま

す。 

４款、支払基金交付金、５款、道支出金

につきましては、介護給付費の増加に伴う

増額でございます。 

７款、繰入金、１項、一般会計繰入金に

つきましては、１目、介護給付費繰入金は、

介護給付事業の増、２目、地域支援事業繰

入金は、認知症高齢者やすらぎ支援業務委

託料等の増、４目、その他一般会計繰入金

は、事務費の増に伴う増額補正でございま

す。 

２項、基金繰入金につきましては、施設

介護サービス給付費の増加により、４５９

万７,０００円を増額するものです。 

なお、補正後の基金残高につきましては、

参考資料２５ページに添付させていただい

ておりますが、１,０３２万３,０００円と

なります。 

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５８号平成２９年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は１３時１５分といたします。 

午後 ０時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第５９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第５９号平成２９年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

１８ページをお開き願います。 

議案第５９号平成２９年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第２号）について

を御説明申し上げます。 

平成２９年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、終末処理場

建設事業の業務委託内容の一部変更と、そ

れに伴う国庫補助金と起債借入額の変更及

び公債費の変更による予算の補正を行おう

とするものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳



 

－ 117 － 

出それぞれ７６万８,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１

億４,８５２万７,０００円とするものであ

ります。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の補正につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、１２１ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正であります。 

公共下水道事業の限度額１億３,２６０万

円を、終末処理場設備更新工事のための調

査設計業務の変更により５０万円を減額し、

１億３,２１０万円とするものであります。 

次に１２７ページ、１２８ページをお開

き願います。 

３、歳出であります。 

１款、３目、建設費、公共下水道建設事

業費の減でありますが、終末処理場水処理

設備機械・電気設備更新工事監理委託料１

００万円と、下水道長寿命化管渠実施設計

委託料８７万４,０００円の減は、入札によ

る額の確定に伴う減額であり、終末処理場

機械・電気設備資材価格調査業務委託料９

５万１,０００円の増は、平成３０年度に実

施予定の機械・電気設備更新工事のための

資材価格調査業務を前倒しして、今年度に

実施しようとするものであります。 

次に２款、公債費、公共下水道事業元金

償還金３８４万９,０００円の増につきまし

ては、平成２５年度発行分の下水道事業債

について、３月末償還日である平成３０年

３月３１日が土曜日のため、平成３０年４

月２日と入力したことにより償還年度に誤

りが生じ、元金償還金に不足が生じたこと

から増額しようとするものであります。 

次に、公共下水道事業利子償還金の減に

つきましては、平成２５年度発行分の下水

道事業債の償還日の入力誤りに伴う利子償

還金の増、平成２８年度発行分の起債借入

利率確定に伴う利子償還金の減及び平成１

８年度発行分の下水道債の借入利率の変更

に伴う利子償還金の減を合わせて、３６４

万９,０００円の減額をしようとするもので

あります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１２５ページ、１２６ページにお戻

り願います。 

２、歳入。 

公共下水道事業費補助金４６万２,０００

円と、公共下水道債５０万円の減額は、歳

出で御説明させていただきました業務委託

の変更に伴うものであります。 

一般会計繰入金１８７万６,０００円の減

は、今回の補正に伴い、財源調整によりま

す一般会計の繰り戻しであります。 

前年度繰越金２０７万円の増額は、前年

度繰越金を歳入に予算化するもので、平成

２８年度決算における繰越金は、全て予算

化されるものであります。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １２８ページの公

債費の元金償還金のうち償還金利子及び割

引料の中の元金のところで、平成２５年度

発行分の償還期日の入力の誤りという説明

がありましたけれども、これは多分、手計

算ではなくて、ソフトを入れてやっている

と思うのですが、入力したのを二重チェッ

クするような仕組みになっているのかどう

か。その担当者が誤って入力してしまって、

これはたまたま気づいたからいいのですけ

れども、それをどうチェックするようにな

っていたのか。 

その辺のことについて、今後の再発防止

のためにどうやるのかについてだけお尋ね

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） まず入力

誤りにより、年度の誤りが生じたことに対
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しては、おわびを申し上げます。 

財務会計システムで起債の金額償還年度、

利率を入力して、それと金融機関から来る

償還表と突合いたします。それでもって全

部チェックをして、オーケーということに

なるのですけれども、そこでたまたま３１

日が土曜日だったものですから、金融機関

から来る償還表も償還日は４月２日になっ

ているわけなのです。 

ただ、予算の組み方としては、旧年度で

組まなければならないものを誤ったという

ことで、償還表とデータとは突合して合っ

てはいるのですけれども、その予算の組み

方が誤っていたということで、二重チェッ

クをしなくてはならないところであります

が、実態としてはそういう状況で誤ってし

まったということであります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） そうすると、入力

のデータ自体は誤りではなかったけれども、

所属年度が結局変わってきたと。４月２日

だけれども、本来は、前年度の所属年度の

部分が次年度になっていたのがわかったと

いうことでの補正だという理解でいいでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） そのとお

りでございます。 

今後、十分注意して作業に当たってまい

りたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １２８ページの

公共下水道建設費の中の資材価格調査業務

委託料のことについて１点お聞かせ願いた

いのですけれども、私は過去にも同類のこ

とを幾度か聞いております。 

と申しますのは、美幌町の下水道処理場

に関してのことであれば、９５万円という

のは逆に安いぐらいだと思うのですけれど

も、下水道協会とか、日本全国には下水道

処理場があるわけです。そうしたら、共通

する材料などというのは、個々の調べでは

なくて、例えば土木でいえば積算システム、

道の絡みから言うと、物価調査会が調査し

た物価本などの活用の中で、処理している

部分があります。 

そういう意味で、過去に聞いたお話では、

今後そういうことも研究してという説明が

あったのですけれども、過去にさかのぼっ

て申しわけないのですが、今回もこのよう

な予算が出ていますので、研究はなさらな

かったのか。 

というのは、細かい品物からいったら、

逆に言えば９５万円というのは、美幌町だ

けの調査をしてもらうとすれば足りないぐ

らいだと私は思うのです。 

調査するところはどこかだと思うのです

が、既存のものと、この流用もあると僕は

見ているものだから、あえて言えば、この

金額が妥当なのかがわからないのです。 

そういう面で、研究しますという答弁が、

私の頭の中に記憶があるものですから、ど

うなさったのかということをお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 研究につ

いては、今私のほうで資料を持っていない

のでお答えはできないのですが、今回資材

調査につきましては、建設物価、あるいは

道の基準と単価等々に記載のないものにつ

いて、中立な市場調査をしていただくとい

うことで上げて、調査をするものでござい

ます。 

金額の妥当性についてどうかということ

ですが、取引価格を調査する機関の２者に

見積もり依頼をして、見積もりをした中で

の安価なほうで予算を計上させていただい

ております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 単純に北海道内
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の市町村の現在の数という意味では少し忘

れていますけれども、仮に、もっとあると

は思いますが、下水道が備わっているとい

う意味で、北海道内で１００市町村あった

とします。雑駁ない美幌の規模で、各市町

村もこういうことを出しているとすれば、

美幌町の場合は今回９５万円、大ざっぱに

言って１００万円とします。１００市町村

あったら１億円です。 

実際に委託を受けるところが２者あると

いうことなので、どこかはわからない段階

ですけれども、そしたら、少なくても北海

道全体の自治体が手を組んで、価格調査と

いう意味の協力関係を見れば、全体として

は安価に価格を調べることができるのでは

ないかということについて、勉強してみま

すという言葉を受けているものですから、

今、部長のおっしゃるとおり異動されて初

めて聞く話だと思うのですけれども、勉強

しますという言葉の経過が今までお知らせ

していただいていないものですから、今回

はしていなかったということで理解します

が、やはり、そこら辺の工夫というものは

しないよりはしたほうがいいと思いますの

で、とりあえず耳にしておいてください。

終わります。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 各事業体、

それぞれの機械・電気設備箇所が違うと思

いますので、まとまって共通の価格表がで

きるのかどうかはわかりませんけれども、

お話しいただいたことについては、引き続

き研究してまいりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５９号平成２９年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第６０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第６０号平成２９年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

３０ページをお開き願います。 

議案第６０号平成２９年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第１号）につい

てを御説明申し上げます。 

平成２９年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、個別排水整

備に伴う水洗便所改造等資金貸付金の件数

の確定及び平成２８年度発行分の起債借入

利率確定に伴う公債費の減額補正等を行う

ものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ５７万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９,６８９万

２,０００円とするものであります。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げますので、１３９ページ、

１４０ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目、一般管理費、貸付金１７万

円の減でありますが、水洗便所改造等資金

貸付金を当初１件見込んでおりましたが、

新規借り入れがなかったことによる減額で

あります。 

次に、公課費２６万３,０００円の減につ
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きましては、消費税及び地方消費税額の確

定による減額であります。 

次に２款、公債費、償還金利子及び割引

料１３万７,０００円の減でありますが、平

成２８年度発行分の起債借入利率確定に伴

う利子償還金の減額であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１３７ページ、１３８ページにお戻

り願います。 

２、歳入。 

一般会計繰入金５２万８,０００円の減で

ありますが、今回の補正に伴う財源調整に

より、一般会計への繰り戻しであります。 

前年度繰越金１２万８,０００円の増は、

前年度繰越金を歳入に予算化するもので、

平成２８年度決算における繰越金は全て予

算化されるものであります。 

次に、水洗便所改造等資金貸付金償還金

１７万円の減でありますが、今年度の貸付

希望者がなかったことによる減額でありま

す。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６０号平成２９年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第６１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第６１号平成２９年度美幌町水道事業会計

補正予算（第１号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案１４

２ページをお開き願います。 

議案第６１号平成２９年度美幌町水道事

業会計補正予算（第１号）についてを御説

明申し上げます。 

総則。 

第１条、平成２９年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、平成２８年

度発行分の起債借入利率確定に伴う企業債

償還利息の減額及び水道管路整備事業費の

確定による減額補正を行おうとするもので

あります。 

業務の予定量の補正。 

第２条、平成２９年度美幌町水道事業会

計予算（以下「予算」という）第２条に定

めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

主要な建設事業の減額で、水道管路整備

事業費の確定によるもので記載のとおりで

あります。 

収益的収支の補正、第３条及び資本的収

入及び支出の補正、第４条につきましては、

補正予算実施計画書及び説明書で御説明申

し上げます。 

１４４ページをお開き願います。 

企業債の補正。 

第５条、予算第５条に定めた起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を次のとおり補正する。 

水道管路整備事業の限度額７,５５０万円

を、工事費の確定に伴い１,０３０万円減額

し、６,５２０万円とするものであります。 

１４５ページ、１４６ページをお開き願

います。 

補正予算実施計画書及び説明書の収益的

支出であります。 

営業外費用、支払利息の企業債償還利息
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７０万６,０００円の減額は、平成２８年度

発行の企業債借入利率の確定に伴う支払利

息の減額であります。 

次に１４７ページ、１４８ページをお開

き願います。 

資本的収入、企業債、水道管路整備事業

１,０３０万円の減額は、元町の町道６４４

号ほか７本の配水管布設工事の工事請負金

額の確定に伴う減額であります。 

次に１４９ページ、１５０ページをお開

き願います。 

資本的支出であります。 

建設改良費の工事請負費、水道管路整備

事業１,０２６万３,０００円の減額は、先

ほど資本的収入で御説明させていただいた

内容と同様であります。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６１号平成２９年度美

幌町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第６２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第６２号平成２９年度美幌町病院事業会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに、提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１５８

ページをお開き願います。 

議案第６２号平成２９年度美幌町病院事

業会計補正予算（第２号）について御説明

を申し上げます。 

今回の補正につきましては、婦人科医師

の採用予定により、婦人科診察室の改修費

用と、診療に必要な医療機器の購入費用な

ど、婦人科の開設に係る費用の補正と、企

業債の繰り上げ償還に必要な償還元金など

について補正を行おうとするものでござい

ます。 

第１条、平成２９年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条の業務の予定量の補正は、主要な

建設改良事業、診療用医療備品購入費用に

つきまして、２,３０２万７,０００円を増

額し、１億３,０５３万２,０００円にしよ

うとするものであります。 

第３条の収益的支出の補正につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。 

第４条の資本的収入及び支出の補正につ

きましては、資本的収支の不足額を１億２,

８４９万２,０００円に改め、過年度分損益

勘定留保資金で補う補正を行うものであり

ます。 

収入及び支出の内容につきましては、実

施計画書及び説明書で御説明申し上げます。 

次に、１６０ページをお開き願います。 

第５条の企業債の補正につきましては、

今回の診療用医療備品購入の財源を企業債

に求めようとするもので、起債限度額を２,

３００万円増額し、１億３,０４０万円にし

ようとするものであります。 

第６条のたな卸資産購入限度額の補正に

つきましては、薬品費の執行見込みから、

たな卸資産の購入限度額を２億５,９９５万

円に改めるものであります。 

第７条の重要な資産の取得の補正につき

ましては、今回購入予定の婦人科用超音波

画像診断装置一式を重要な資産の取得とし
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て追加補正するものであります。 

次に１６１、１６２ページをお開き願い

ます。 

収益的支出の補正であります。 

薬品費は、入院及び外来患者の増並びに

手術の増加に伴い、抗生剤、抗がん剤、輸

血製剤等の増加による増額補正を、医療消

耗備品費は、新設する婦人科診察室の備品

として医師用デスク、椅子、院内連絡用Ｐ

ＨＳ、待合用ロビーチェア、診察台、薬剤

保管庫などの購入費として１６２万３,００

０円を、光熱水費の電気料は、電気使用料

の増に伴い２００万円の増額補正を、燃料

費のＡ重油は、燃料単価の増に伴い８０万

円の増額補正を、修繕費は、診療用機器及

び施設器具の老朽化による修繕対応として、

それぞれ記載のとおり増額補正を、婦人科

診察室の改修修繕につきましては、眼科診

察室の西側にあります栄養相談室及び旧地

域医療連携室を婦人科診察室に改修するた

めの修繕費として１,１０１万６,０００円

を追加するものでございます。 

次に１６３、１６４ページをお開き願い

ます。 

資本的収入の補正であります。 

企業債の補正は、婦人科診療用医療備品

の購入の財源を企業債に求めるもので、２,

３００万円を増額するものであります。 

次に１６５、１６６ページをお開き願い

ます。 

資本的支出の補正であります。 

有形固定資産購入費、診療用医療備品等

は、婦人科開設に必要となる診療用医療機

器として婦人科用超音波画像診断装置、婦

人科用診察台、診察機器の収納ユニット、

拡大鏡、生物顕微鏡、心電図モニター、電

子カルテ及び院内情報システムの端末の購

入費として２,３０２万７,０００円を追加

するものでございます。 

企業債償還金は、平成２８年３月に企業

債を財源として購入した電子カルテシステ

ム等に対し、国からの調整交付金４,０００

万円が翌年度の平成２９年３月に公布され

たことから、企業債借り入れ分のうち、未

償還元金について繰上償還を行うため、３,

６１５万４,０００円を補正するものでござ

います。 

以上、説明いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １６２ページの

支出ところで、婦人科診察室改修修繕１,１

０１万６,０００円とあります。 

婦人科ができるということは大変喜ばし

いことなのですけれども、町内でというこ

とでは、顔見知りも多くて、よく病院に行

くと、次に控えている患者さんと先生の対

応している患者さんの会話が丸聞こえとい

うことがあるのです。 

特に、診療科のことを考えれば、この辺

を本当に配慮していただきたいと思ってお

ります。次に控える人との入れかえをスム

ーズにしたいのかもしれませんけれども、

その辺のところ、個人情報とか、そういう

ことに十分配慮していただきたいと思うの

ですが、その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 今回、診察

室を眼科の横の位置に設置するわけでござ

いますけれども、当然入り口の付近には中

が見えないように遮断する扉を設けますし、

診察室と待合ロビーの間は、なるべく防音

効果の高いスチールパーテーションを使用

して診察室を設ける予定でございますので、

その辺につきましては、このたび赴任され

る先生とも話し合った上で、そういうレイ

アウトということで決定させていただいて

いるところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ
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ります。 

これから、議案第６２号平成２９年度美

幌町病院事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 意見書案第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 意見

書案第１０号平成３０年度畜産物価格決定

等に関する意見書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 報告第１６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 報告

第１６号例月出納検査報告について（８月

～１０月分）、お手元に配付しているとお

り、報告書の提出がありましたので、お聞

きすることがあれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１６号例月出納検査報告に

ついて（８月～１０月分）は、これで終わ

ります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 閉会中の継続調査 

   について 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、平成２９年第６回美幌町議会定

例会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後 １時４６分 閉会   
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